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令和６年度補正予算 

②国内外での新たな販売機会の創出に向けた取組  

 

京都市が指定する伝統産業７４品目に携わる組合等、法人、個人事業主 

○ 組 合 等 ２５万円（②海外での販売機会創出の場合は３８万円） 

○ 法 人 １０万円（②海外での販売機会創出の場合は１５万円） 

○ 個人事業主  ５万円（②海外での販売機会創出の場合は ８万円） 

補助対象経費の５分の４以内 

令和７年３月３１日（月）～５月３１日（土） 

令和７年２月１日（土）～令和８年１月３１日（土） 

申請書一式を京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室に、郵送、

電子メールのいずれかで、申請受付期間内にご提出ください。 

申請書は、以下のホームページからダウンロードしてください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000338721.html 

※当日消印有効 

法人、個人事業主の場合、 

原則、組合等の副申書が必要 

①新商品開発に資する、道具・原材料の購入及び３０万円未満の設備の導入 

を支援！ 

新商品開発・販路開拓支援事業補助金 

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000338721.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 新商品開発の場合  ※当該補助金で購入した原材料を使った製品を販売することはできません 

‣原材料購入費：土、白生地、漆、糸、顔料、染料、釉薬、金箔等 

‣道具購入費（修理費含む）：刷毛、ブラシ、筆、針、画集などの書籍等 

‣１台につき３０万円未満（税抜）の設備の改修等に係る経費※：織機、電気釜、染色機等 

② 国内外での新たな販売機会の創出の場合 

‣出展費、設営費、広告宣伝費、印刷費、通訳料、翻訳料、海外渡航費（宿泊費含む）等 

‣１台につき３０万円以上（税抜）の設備改修費 

‣パソコン、プリンター、カメラ、バッテリー、電池、印刷用紙等、汎用性のあるもの 

‣京都市伝統産業設備改修等補助制度で対象外とされている経費 

‣人件費（報酬含む）、家賃、光熱水費、燃料費、レンタル・リース料等の固定費 

‣その他、旅費交通費（国内）、公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる経費 

Ｑ：①新商品開発と②販売機会創出の両方への申請は可能ですか？ 

Ａ：可能です。法人の場合、①と②に合わせて、最大２５万円※の補助が受けられます。 

Ｑ：開発する商品が複数ある場合、何度でも申請できますか？ 

Ａ：できません。申請は、①と②の各項目につき１回限りです。 

Ｑ：国や京都府などの他の補助金との重複申請は可能ですか？ 

Ａ：申請は可能ですが、他の補助金を除いた額に補助率４／５を乗じた額又は補助上限額の 

うち、低い方の額を支給します。 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８ 

京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室 新商品開発・販路開拓支援事業補助金担当宛 

TEL：０７５－２２２－３３３７ ＦＡＸ：０７５－２２２－３３３１ 

MAIL: densanhojyo2025@city.kyoto.lg.jp 
京都市印刷物 第０６５００９号 令和７年３月発行 

発行：京都市産業観光局クリエイティブ産業振興室 

※統計法の統計基準である日本標準産業分類において

飲食サービス業に分類される産業に係る経費を除く 

※①新商品開発１０万円、 

②海外での販売機会創出１５万円の場合 
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